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重要事項説明書 

 

 

記入年月日 令和８年４月１日 

記入者名 迫 田 克 幸 

所属・職名 
広島県住宅供給公社 

住宅部 参与 

 

 

１ 設置主体の概要 

 

種類 法人 

※法人の場合、その種類 地方住宅供給公社法に基づく特別法人 

名称 （ふりがな） ひろしまけんじゅうたくきょうきゅうこうしゃ 

       広島県住宅供給公社 

法人番号 6240005001690 

主たる事務所の所在地 〒730-0051  広島市中区大手町二丁目 11番 15号 

連絡先 電話番号 ０８２－２４８－２３０１ 

ＦＡＸ番号 ０８２－２４３－６７２１ 

ホームページアドレス https://www.jkk-hiroshima.or.jp 

代表者 氏名 藤 原 直 樹 

職名 理事長 

設立年月日 昭和２６年３月２８日 

主な実施事業 ※別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 

広島県住宅供給公社（以下「公社」といいます。） 

 

1-1 管理運営業務委託先の名称 

 

種類 法人 

※法人の場合、その種類 株式会社 

名称 （ふりがな） かぶしきがいしゃ ひろしまけんじゅうたくかんりせんたー 

       株式会社 広島県住宅管理センター 

主たる事務所の所在地 〒 739-1742 広島市安佐北区亀崎一丁目２番４号 

連絡先 電話番号 ０８２－８４３－３１１１ 

ＦＡＸ番号 ０８２－２４３－３２５４ 

ホームページアドレス https://www.jkc-hiroshima.co.jp 

代表者 氏名 荻 野 忠 宏 

職名 代表取締役 

設立年月日 昭和６２年６月１日 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jkk-hiroshima.or.jp/
https://www.jkc-hiroshima.co.jp/
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２ 有料老人ホーム事業の概要 

（住まいの概要） 

名称 （ふりがな） けあつきこうれいしゃじゅうたく「さにーこーとひろしま」 

       ケア付き高齢者住宅「サニーコート広島」 

所在地 〒739-1742  広島市安佐北区亀崎四丁目６番５号 

主な利用交通手段 最寄駅 ＪＲ芸備線「下深川駅」（しもふかわえき） 

最寄のバス停 「地区センター」 

交通手段と所要時間 ① ＪＲ利用の場合 
広島駅からＪＲ芸備線約 22 分「下深川」（し
もふかわ）駅下車、広島交通・ＪＲバスに乗換
え約３分（約 1.0kｍ）「地区センター」下車、
徒歩約 2分（約 160m） 

② バス利用の場合 
・広島バスセンターから（新白島駅バス停経由） 
広島交通・ＪＲバス「高陽Ａ団地線」、広島交
通「高陽Ｂ団地線」約 45分（14.9km）、「地区
センター」下車、徒歩約 2分（約 160m） 

 ・広島駅から 
広島交通・ＪＲバス「高陽Ａ団地線」約 50分
（14.9km）、「地区センター」下車、徒歩約 2分
（約 160m） 

③ 自家用車・タクシー利用の場合 
・広島駅から 
広島駅新幹線口から約 27分（13.4㎞） 

  ・広島空港から 
   河内ＩＣ～広島東ＩＣ有料道路を利用し

て約 51分（45.8㎞） 

連絡先 
電話番号 

０１２０－６５８－３２１（フリーダイヤル） 

０８２－８４３－００８２（代表） 

ＦＡＸ番号 ０８２－８４３－２５８７ 

ホームページアドレス https://www.jkk-hiroshima.or.jp/sunnycourt/ 

管理者 氏名 財 満 芳 洋 

職名 支配人 

建物の竣工日 平成 ４ 年１２月３１日 

有料老人ホーム事業の開始日 平成 ５ 年 ３ 月 １ 日 

 

（類型） 

１ 介護付（一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合） 

１又は２に該

当する場合 
介護保険事業者番号 

特定施設入居者生活介護事業所 

：広島市指定 3470101662号 

介護予防特定施設入居者生活介護事業所 

：広島市指定 3470101662号 

指定した自治体名 広島市 

事業所の指定日 
特定施設     平成１２年３月９日 

介護予防特定施設 平成１８年４月１日 

指定の更新日（直近） 
特定施設     令和８年４月１日 

介護予防特定施設 令和８年４月１日 
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３ 建物概要 

土地 敷地面積 ８，４９８．８１㎡ 

所有関係  事業者が自ら所有する土地   抵当権の有無 なし 

建物 延床面積 全体 １２,８６６.８４㎡ 

うち、老人ホーム部分 １２,８６６.８４㎡ 

耐火構造  耐火建築物 

構造  鉄筋コンクリート造（地下１階、地上８階建） 

所有関係  事業者が自ら所有する建物   抵当権の設定 なし 

居室の状況 居室区分  全室個室 

 トイレ 浴室 面積 戸数･室数 区分※ 

Ａタイプ 有 有 32.31㎡ 2戸 一般居室個室 

Ｂタイプ 有 有 42.19㎡ 40戸 一般居室個室 

Ｃタイプ 有 有 50.64㎡ 56戸 一般居室個室 

Ｄタイプ 有 有 60.95㎡ 33戸 一般居室個室 

Ｅタイプ 有 有 60.95㎡ 7戸 一般居室個室 

静養室 有 有 24.15㎡ 1室 一時介護室 

静養室 有 有 22.30㎡ 1室 一時介護室 

静養室 有 有 18.40㎡ 1室 一時介護室 

静養室 有 有 18.90㎡ 5室 一時介護室 

ナーシング

ホーム 
有 有 20.24㎡ 4室 介護居室個室 

ナーシング

ホーム 
有 有 23.88㎡ 1室 介護居室個室 

ナーシング

ホーム 
有 有 24.12㎡ 6室 介護居室個室 

ナーシング

ホーム 
有 有 24.65㎡ 1室 介護居室個室 

ナーシング

ホーム 
有 有 24.88㎡ 2室 介護居室個室 

共用施設 共用便所における 

便房 
 ２３ケ所 

うち男女別の対応が可能な便房 9ヶ所 

うち車椅子等の対応が可能な便房 １３ヶ所 

共用浴室   ２ヶ所 
個室 ２ヶ所 

大浴場 －ヶ所 

共用浴室における 

介護浴槽 
２ヶ所 

チェアー浴 －ヶ所 

リフト浴  －ヶ所 

ストレッチャー浴 １ヶ所 

その他（ 介助浴槽 ） １ヶ所 

食堂  あり 

入居者や家族が利
用できる調理設備 

 なし 

エレベーター  あり（車椅子対応）・（ストレッチャー対応） 

消防用設備等 消火器  あり 

自動火災報知設備  あり 

火災通報設備  あり 

スプリンクラー  あり 

防火管理者  あり 

防災計画  あり 
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緊急通報装置等 居室  全ての居室あり 

便所  全ての便所あり 

浴室  全ての浴室あり 

その他 あり 共同廊下 

その他 健康管理室、サロン、ラウンジ、応接室、メールルーム、ゲストルーム、プレイ

ルーム、多目的ホール、ホビールーム、和室、ウォーターエクササイズルーム、ト

ランクルーム、駐車場 

 

４ サービスの内容 

（全体の方針） 

運営に関する方針 【施設のサービス提供等に関する方針】 

○利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう、サービスを提供

します。 

○常に利用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把

握に努め、利用者又はその家族等に対し、相談に適切に応

じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行いま

す。 

【職員の行動理念】 

〔私たちの使命〕 

 私たちの使命は、より「あたたかいサニーコート広島」を

つくることを目的とし、何よりもまずご入居されている皆

様方の安心・安全・安穏を確保するとともに、常にご入居

者様の立場に立って、思いやり、考え、行動し、最善の

サービスを提供していくことです。 

〔行動指針〕 

○私たちは、敬愛の念と優しい笑顔、温かい言葉をもって接

します。 

○私たちは、誰に対しても、親切で丁寧な対応をします。 

○私たちは、意思の疎通を図り、一体感のある、明るい職場

をつくります。 

サービスの提供内容に関する特色 快適な居住空間はもちろん、お食事から健康管理、安全管理な

ど、入居者の方々の毎日をスタッフがサポートします。 

２４時間体制のケアシステムや終身介護サ－ビスなどで、安心

して暮らせるシステムがそろっています。 

入浴、排せつ又は食事の介護  委託 

食事の提供  委託 

洗濯、掃除等の家事の供与  委託 

健康管理の供与  委託 

安否確認又は状況把握サービス  委託 

生活相談サービス  委託 
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（介護サービスの内容） 

特定施設入居者生活介護の加算の

対象となるサービスの体制の有無 

入居継続支援加算  なし 

生活機能向上連携加算  なし 

個別機能訓練加算（Ⅰ）  あり 

個別機能訓練加算（Ⅱ）  なし 

ADL維持等加算  なし 

夜間看護体制加算（Ⅰ）  あり 

夜間看護体制加算（Ⅱ）  なし 

若年性認知症入居者受入加算  なし 

医療機関連携加算（Ⅰ）  あり 

医療機関連携加算（Ⅱ）  なし 

口腔・栄養スクリーニング加算  なし 

科学的介護推進加算  なし 

退院退所時連携加算  あり 

退去時情報提供加算  なし 

看取り介護加算（Ⅰ）  なし 

看取り介護加算（Ⅱ）  あり 

認知症専門ケア加算  なし 

高齢者等感染症対策向上加算  なし 

新興感染症等施設療養費  なし 

生産性向上推進体制加算  なし 

サービス提供体

制強化加算 

（Ⅰ）  あり 

（Ⅱ）  なし 

（Ⅲ）  なし 

介護職員処遇改

善加算 

（Ⅰ）  あり 

（Ⅱ）  なし 

（Ⅲ）  なし 

（Ⅳ）  なし 

（Ⅴ）  なし 

人員配置が手厚い介護サービスの

実施の有無 
 あり 

（介護・看護職員の配置率） 

      ２.０ ： １ 以上 
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（医療連携の内容） 

医療支援 

 

         ※複数選択可 

１ 救急車の手配 
２ 入退院の付き添い 
３ 通院介助 
４ その他（隣接する病院へのストレッチャー等による搬送） 

協力医療機関 １提携医療機関 
名称 

医療法人社団 うすい会 

高陽ニュータウン病院 

住所 
広島市安佐北区亀崎四丁目７番１号 

（サニーコート広島に隣接） 

診療科目 

内科、循環器内科、消化器内科、肝臓内科 

脳神経内科、眼科、整形外科、小児科、 

放射線科、リハビリテーション科 

協力内容 

○ 提携医療機関は、利用者の健康管理、医療管

理に関し提携関係を保ちます。 

○ 提携医療機関は、利用者に対し、主たる提携

医療機関として次のサービスを提供します。 

・ 利用者への年１回の人間ドックの実施 

・ 人間ドック、施設内ヘルスチェックに基づ

く利用者へのアドバイス（食事・運動等） 

・ ホームドクター（提携医師）の健康管理室

への定期的な派遣 

・ 派遣時における利用者への健康相談 

・ 派遣時における施設内看護スタッフへのア

ドバイス 

・ 派遣時における静養室内利用者に対する健

康相談 

・ 救急時の治療 

・ ２４時間オンコールによる連絡体制（健康

管理室～病院） 

・ 移り住み基準に基づく介護の場の判定 

・ 精神科への連絡窓口及び強度の認知症・そ

の他精神障害者の医療機関等への入院の判

断 

・ 施設内行事への参加(講演会等) 

・ その他利用者の健康管理・医療上必要な事

項 

○ 提携医療機関は、ホームドクターを決め、利

用者の健康相談に応じ、予防、健康維持及び

健康回復に努めるとともに、施設内ケアス

タッフにも健康管理、医療管理上適切な指導

を行いサービスの向上に協力するものとしま

す。 

提携医療機関は、公社及び利用者より、入

院、急患診察の依頼があった場合は、親切か

つ積極的に行うものとします。 

 

 

 

入所者の病状の急変等において相

談体制を行う体制を常時確保 
 あり 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 
 あり 
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２看取り実施のた

めの協力医療機

関 

名称 医療法人 木ノ原内科小児科医院 

住所 
広島市安佐北区亀崎一丁目２番３０号  

第二タウンセンタ－ビル１階 

診療科目 
内科、小児科、呼吸器内科、糖尿病内科、アレル

ギー科 

協力内容 

（１）原則としてサニーコート広島ナーシング

ホーム入所者を対象とする訪問診療 

（２）訪問診療で定期的に診療を受けている利

用者に急変が生じた場合等必要な場合の迅速

適切な対応。 

（３）利用者の病状の重症化等に伴う、利用者

又は代理人と相談・協議の上、入院の手配協

力。 

（４）看取り介護に係る、協力医療機関として

の協力 

① 看取り介護の開始時期の判断 

② 利用者等への病状説明 

③ 利用者等への看取り介護の同意に係る説明 

④ 利用者の死亡確認及び死亡診断書等関係書

類への記載 

⑤ その他特に必要とする場合のサニーコート

広島で実施する協議等への参加 

入所者の病状の急変等において相

談体制を行う体制を常時確保 
 あり 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 
 あり 

名称 安佐在宅診療クリニック 

住所 
広島市安佐南区緑井六丁目３７番５号 

 ドミール藤沢１階 

診療科目 
在宅診療、緩和ケア、内科全般、呼吸器、 

アレルギー 

協力内容 

（１）原則としてサニーコート広島ナーシング

ホーム入所者を対象とする訪問診療 

（２）訪問診療で定期的に診療を受けている利用

者に急変が生じた場合等必要な場合の迅速適

切な対応。 

（３）利用者の病状の重症化等に伴う、利用者又

は代理人と相談・協議の上、入院の手配協力。 

（４）看取り介護に係る、協力医療機関としての

協力 

① 看取り介護の開始時期の判断 

② 利用者等への病状説明 

③ 利用者等への看取り介護の同意に係る説明 

④ 利用者の死亡確認及び死亡診断書等関係書

類への記載 

⑤ その他特に必要とする場合のサニーコート

広島で実施する協議等への参加 

 

入所者の病状の急変等において相

談体制を行う体制を常時確保 
 なし 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 
 なし 
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３その他緊急のた

めの協力医療機

関 

名称 医療法人社団加藤会 高陽中央病院 

住所 広島市安佐北区落合五丁目１番１０号 

診療科目 
整形外科、内科、循環器科、眼科、 

リハビリテーション科、消化器科 

協力内容 

（１）緊急な対応が必要な時の対応への協力 

緊急な対応が生じた場合には、サニーコート

広島看護職員が高陽中央病院と事前に連携を図

り、高陽中央病院で対応が可能なものについて

迅速に適切な対応をとるものとします。 

（２）他の医療機関への入院手配に対する協力 

緊急対応としての手術が必要と認めた場合に

は、入居者又は保証人と相談・協議の上、サ

ニーコート広島看護職員と連携を図りつつ、他

の医療機関の入院等についての手配に対する協

力を行うものとします。 

（３）退院後のリハビリについての協力 

入居者又は保証人の求め等に応じ、前項に規

定する医療機関を退院した後のリハビリについ

ての対応について協力を行うものとします。 

入所者の病状の急変等において相

談体制を行う体制を常時確保 
 なし 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 
 なし 

名称 奥本皮膚科クリニック 

住所 広島市西区三篠北町１９番２７号 

診療科目 皮膚科、アレルギー科 

協力内容 

（１）診療はサニーコート広島入居者本人又は保

証人の同意に基づき開始するものとします。 

（２）緊急な対応が必要な場合には、サニーコー

ト広島職員が奥本皮膚科クリニックに連絡を

とり、これに対して奥本皮膚科クリニックは迅

速に適切な対応をとるものとします。 

（３）症状の重症化等に伴い入院加療等が必要と

認めた場合には、入居者又は保証人と相談・協

議の上、入院等の手配協力を行うものとしま

す。 

（４）必要に応じ、入居者にかかわる医療面から

の指導助言をサニーコート広島職員に行うも

のとします。 

入所者の病状の急変等において相

談体制を行う体制を常時確保 
 なし 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 
 なし 

名称 中山心療クリニック 

住所 広島市安佐南区中須一丁目１６番７号 

診療科目 心療内科、精神科 

協力内容 

（１）診療はサニーコート広島入居者本人又は

保証人の同意に基づき開始するものとしま

す。 

（２）緊急な対応が必要な場合には、サニー

コート広島職員が中山心療クリニックに連絡

をとり、これに対して中山心療クリニックは
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迅速に適切な対応をとるものとします。 

（３）症状の重症化等に伴い入院加療等が必要

と認めた場合には、入居者又は保証人と相

談・協議の上、入院等の手配協力を行うもの

とします。 

（４）必要に応じ、入居者にかかわる医療面か

らの指導助言をサニーコート広島職員に行う

ものとします。 

入所者の病状の急変等において相

談体制を行う体制を常時確保 
 なし 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 
 なし 

名称 医療法人社団 高陽耳鼻咽喉科 

住所 広島市安佐北区亀崎一丁目２番４号 

診療科目 耳鼻咽喉科 

協力内容 

（１）診療はサニーコート広島入居者本人又は

保証人の同意に基づき開始するものとしま

す。 

（２）緊急な対応が必要な場合には、サニー

コート広島職員が高陽耳鼻咽喉科に連絡をと

り、これに対して高陽耳鼻咽喉科は迅速に適

切な対応をとるものとします。 

（３）症状の重症化等に伴い入院加療等が必要

と認めた場合には、入居者又は保証人と相

談・協議の上、入院等の手配協力を行うもの

とします。 

（４）必要に応じ、入居者にかかわる医療面から

の指導助言をサニーコート広島職員に行うも

のとします。 

入所者の病状の急変等において相

談体制を行う体制を常時確保 
 なし 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 
 なし 

名称 むねの眼科医院 

住所 広島市安佐北区亀崎一丁目２番２６号 

診療科目 眼科 

協力内容 

（１）診療はサニーコート広島入居者本人又は保

証人の同意に基づき開始するものとします。 

（２）緊急な対応が必要な場合には、サニーコー

ト広島職員がむねの眼科医院に連絡をとり、こ

れに対してむねの眼科医院は迅速に適切な対

応をとるものとします。 

（３）症状の重症化等に伴い入院加療等が必要と

認めた場合には、入居者又は保証人と相談・協

議の上、入院等の手配協力を行うものとしま

す。 

（４）必要に応じ、入居者にかかわる医療面から

の指導助言をサニーコート広島職員に行うも

のとします。 
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入所者の病状の急変等において相

談体制を行う体制を常時確保 
 なし 

診療の求めがあった場合において

診療を行う体制を常時確保 
 なし 

 新興感染症発生時

に対応を行う医療

機関との連携 

  あり（対処方法についての相談等） 

医療機関名 
医療法人社団 うすい 

高陽ニュータウン病院 

医療機関の住所 広島市安佐北区亀崎四丁目７番１号 

協力歯科医療機関 名称 医療法人 二井歯科クリニック 

住所 広島市安佐北区亀崎一丁目３番２３号 

診療科目 歯科、歯科口腔外科、小児歯科 

協力内容 

（１）歯科診療はサニーコート広島入居者本人

又は保証人の同意に基づき開始するものとし

ます。 

（２）緊急な対応が必要な場合には、原則とし

てサニーコート広島職員が連絡をとり、迅速

に適切な対応をとるものとします。 

（３）症状の重症化等に伴い入院加療等が必要

と認めた場合には、入居者又は保証人と相

談・協議の上、入院等の手配協力を行うもの

とします。 

（４）必要に応じ、入居者にかかわる歯科医療

面からの指導助言をサニーコート広島職員に

行うものとします。 

名称 フタバ歯科 

住所 
広島市西区古江新町１番２６号  

岡村ビル２階 

診療科目 歯科 

協力内容 

（１）訪問歯科診療及び居宅療養管理指導（在

宅診療）はサニーコート広島入居者本人又は

保証人の同意に基づき開始するものとしま

す。 

（２）緊急な対応が必要な場合には、原則とし

てサニーコート広島職員が連絡をとり、迅速

に適切な対応をとるものとします。 

（３）症状の重症化等に伴い入院加療等が必要

と認めた場合には、入居者又は保証人と相

談・協議の上、入院等の手配協力を行うもの

とします。 

（４）必要に応じ、入居者にかかわる歯科医療

面からの指導助言をサニーコート広島職員に

行うものとします。 

（５）入居者の求めに応じ、口腔検診、口腔衛

生指導・助言を行うこととし、実施に当たっ

ては、サニーコート広島職員と協議の上、こ

れを行うものとします。 

※「サニーコート広島」の協力医療機関又は利用者が選択する医療機関において治療を受けていただき

ます。費用については、医療保険制度で支給される以外の費用は利用者の負担となります。 
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（入居後に居室を住み替える場合） 

入居後に居室を住み替える場合  一時介護室へ移る場合 

判断基準の内容 

食事・排泄・歩行・清潔等日常生活の部分介護が必要となっ

たとき及び一時的な観察や一時的な医療的ケアが必要なた

め、居室での生活が困難と判断された状態 

手続きの内容 ケア部門部長の判定 

追加的費用の有無 条件付きあり 

居室利用権の取扱い 
静養室で介護を受けられる間については、専用居室はそのま

ま確保され、回復後は元の居室にお戻りいただきます。 

前払金償却の調整の有無  なし 

従前の居室と

の仕様の変更 

面積の増減  あり 

便所の変更  あり 

浴室の変更  あり 

洗面所の変更  あり 

台所の変更  あり 

その他の変更 

 あり 

（変更内容） 

静養室は、２室を除き共用室となっています。 

２ベッドの部屋（相部屋）が６室（12ベッド）

あります。 

入居後に居室を住み替える場合  介護居室へ移る場合 

判断基準の内容 

① 食事・排泄・歩行・清潔等日常生活の全面介護が必要と

なったとき 

② 入院の必要はないが、全面的な観察と継続的な医療的ケ

アが必要となったとき 

③ 静養室介護が６か月に及び、なお３か月以上の継続介護

が必要な場合 

（介護認定の状況）原則として要介護３以上 

手続きの内容 
① 提携医師の判定 

② 入居者又は保証人等の同意 

追加的費用の有無  なし 

居室利用権の取扱い 

ナーシングホームで介護を行う場合、静養室及びナーシン

グホームでの介護が継続して６か月以上に及びかつ提携医

師が３か月以上の長期にわたる入所が必要と判断したとき

は、入居者又は保証人等の同意を得たうえで、居室を明け渡

すこととなります。 

なお、健康を回復し、提携医師の判断により一般居室での

生活が許される場合は、元の居室と同等の専用居室にお戻り

いただきます。 

前払金償却の調整の有無  なし 

従前の居室と

の仕様の変更 

面積の増減  あり 

便所の変更  あり 

浴室の変更  あり 

洗面所の変更  あり 

台所の変更  あり 

その他の変更 

 あり 

（変更内容） 

ナーシングホームは、常時介護が必要な状態と

なった方を受け入れる介護専用居室であり、一

般居室とは室内全体の仕様が異なります。なお、

静養室と異なり、個室となります。 
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（入居に関する要件） 

入居対象とな

る者 

【表示事項】 

自立している者  あり 

要支援の者  なし 

要介護の者  なし 

留意事項 

入居の要件は、入居時の年齢が原則として満６５歳以上で、入居時において、ご自

分の身のまわりのことがご自身でできる健康状態の方が、１人又は２人で入居でき

ます。 

２人入居の場合は、夫婦、三親等内の血族又は一親等の姻族の方に限ります。 

（※このほか公社の定めによります。） 

契約の解除の

内容 

① ～⑨の場合には、３０日以上の猶予期間を定めて契約を解除することがあり

ます。 

① 入居申込書に虚偽の事項を記載し、その他不正な方法により入居したとき。 

② 管理運営費、その他の費用等、毎月支払うべき金額の支払いを３か月以上

怠ったとき。 

③ 管理運営費、その他の費用等、毎月支払うべき金額の支払いをしばしば遅延

し、その遅延が、公社と入居者間の信頼関係を破壊するものと考えられると

き。 

③  ②・③のほか入居金・差額入居金・健康管理費用・その他公社に対して支

払うべき金額を期日までに支払わなかったとき。 

⑤ 施設を故意又は重大な過失により、滅失、毀損、汚損したとき。 

⑥ 長期の不在により、この契約を継続する意思がないものと公社が認めたと

き。 

⑦ 共同生活の秩序を乱す行為があったとき。 

⑧ 入居契約に定める禁止事項、承諾事項、通知事項、協議事項等につき、入居

契約に違反したとき。 

⑨ その他、入居契約に違反し、その違反が公社との信頼関係を破壊する行為と

認められるとき。 

 

上記にかかわらず、 

⑩ 入居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７

７号)第２条第６号に規定する暴力団員であることが判明したときは、催告によ

らないで、この契約を解除することができます。 

 

事業主体から

解約を求める

場合 

解約条項 
「サニーコート広島」入居契約書第２４条 

上記記載の契約の解除の内容①～⑩ 

解 約 予 告

期間 

⑩ ～⑨ ３０日以上の予告期間 

⑩ 催告によらないでこの契約を解除することができます。 

入居者からの

解約予告期間 
３０日以上の予告期間をもって、公社の定める契約解除届の提出が必要です。 

体験入居の内

容 

 あり 

〇短期体験入居制度 

２泊３日を限度として体験入居が可能です。 

料金：お一人一泊 １，１００円（税込み） 

食事料金は、別途必要となります。＜すべて税込み＞ 

朝食（和・洋）４０３円、昼食（和・洋・麺）５５８円、 

夕食（和・洋・麺）１,０２１円、夕食（イベント食）２,２０９円 

〇長期体験入居制度 

 １か月の体験入居制度があります。 

 １泊あたりの体験料３，３００円（税込み）１室でお二人が体験される場合

は、１,１００円追加となります。 
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 食事料金は、別途必要となります。＜すべて税込み＞ 

朝食（和・洋）４０３円、昼食（和・洋・麺）５５８円、 

夕食（和・洋・麺）１,０２１円、夕食（イベント食）２,２０９円 

 ※長期体験入居後、６か月以内にご入居の場合、体験料は返金いたします。 

入居定員  １９０人（一般居室１３８戸、介護居室<ナーシングホーム>１４戸）                                      

その他 

保証人（身元引受人）は、１人入居又は配偶者関係にある２人入居の場合は１名、

その他の２人入居の場合はそれぞれ１名の保証人を定めていただきます。 

保証人は、入居者が負担すべき一切の債務につき連帯して責任を負うことになり

ます。 

また、入居者が介護や医療が必要となった場合に入居者の処遇等について相談さ

せていただくほか、入居契約が終了したとき又は入居契約が解除されたときに入居

者の身柄をお引き取りいただき、居室内の財産を搬出し、居室を明け渡していただ

くこととなります。 

 なお、保証人には公社が指定する法人を含みます。 

 

５ 職員体制  

(職種別の職員数) 

 

職員数（実人数） 
常勤換算人数 

※１ 
合 計 

 常 勤 非常勤 

管理者 １人 １人  ０.５人 

生活相談員 ４人 ３人 １人 １.８人 

直接処遇職員 ２８人 １９人 ９人 ２３.１人 

 

介護職員 １８人 １２人 ６人 
１５.５人 

（内自立者対応 0.2 人） 

看護職員 １０人 ７人 ３人 
７.６人 

（内自立者対応 1.8 人） 

機能訓練指導員 ２人 １人 １人 
１. １人 

（非常勤１名委託） 

計画作成担当者 ４人 ４人  １.５人 

栄養士 ５人 ５人  ５.０人(委託) 

調理員 １３人 ７人 ６人 １０.９人(委託) 

事務員 ７人 ６人 １人 ５.３人 

その他職員 ２４人 １１人 １３人 
１５.０人 

（非常勤２名委託） 

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数※２ ３６時間４０分 

※１ 常勤換算人数とは、当該事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者

が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に

換算した人数をいう。 

 

(資格を有している介護職員の人数) 

 
合計 

 常勤 非常勤 

社会福祉士 １人 １人 － 

介護福祉士 １８人 １２人 ６人 

実務者研修の修了者 － － － 

初任者研修の修了者 － － － 

介護支援専門員 ４人 ４人 － 
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（資格を有している機能訓練指導員の人数） 

 
合計 

 常勤 非常勤 

看護師又は准看護師 － － － 

理学療法士 １人 １人 － 

作業療法士 － － － 

言語聴覚士 １人 － １人（委託） 

柔道整復士 － － － 

あん摩マッサージ指圧師 － － － 

はり師 － － － 

きゅう師 － － － 

 

（夜勤を行う看護・介護職員の人数） 

夜勤帯の設定時間（１７時～翌９時） 

 平均人数 最少時人数（休憩者等を除く） 

看護職員 １人 １人 

介護職員 ３人 ３人 

 

（特定施設入居者生活介護等の提供体制） 

特定施設入居者生

活介護の利用者に

対する看護・介護職

員の割合 

契約上の職員配置比率 

【表示事項】 
ｂ 2 ：１以上 

実際の配置比率 

（記入日時点での利用者数：常勤換算職員数） 
1.58：１ 

 

(職員の状況) 

管理者 
他の職務との兼務 あり 

業務に係る資格等  なし 

R7.4.1～

R8.3.31 

看護職員 介護職員 生活相談員 機能訓練指導員 計画作成担当者 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度１年間

の採用者数 
１人          

前年度１年間

の退職者数 
  ２人        

業
務
に
従
事
し
た
経
験
年
数
に
応
じ
た
職

員
の
人
数 

１年未満 １人  １人       
 

 
１年以上 

３年未満 
 １人  ２人 １人      

３年以上 

５年未満 
  ２人 ２人 １人   １人   

５年以上 

10 年未満 
４人  ３人    １人  ２人  

10 年以上 ３人 １人 ６人 ２人 １人 １人   ２人 
 

 

従業者の健康診断の実施状況  あり 
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６ 利用料金 

（利用料金の支払い方法） 

居住の権利形態 

【表示事項】 
 利用権方式 

利用料金の支払い方式 

【表示事項】 
 全額前払い方式 

年齢に応じた金額設定  あり 

要介護状態に応じた金額設定  なし 

入院等による不在時における利

用料金（月払い）の取扱い 
 減額なし 

利用料金の 

改定 

条件 

契約上、管理運営費、食費、各使用料等については、人件費、物

価及び公共料金等の変動があるときは改定できるものとされてお

ります。 

手続き 入居者懇談会等で意見を聴きながら対応しています。 

 

（利用料金のプラン【代表的なプランを２例】 

 プラン１ プラン２ 

入居者の状況 要介護度 自立 自立 

年齢 75歳 80歳 

居室の状況 床面積 ５０.６４㎡ ５０.６４㎡ 

便所  有  有 

浴室  有  有 

台所  有  有 

入居時点で必要な

費用 

入居金 24,960,000円 20,160,000円 

健康管理費用（消費税込） 6,520,800円 6,098,400円 

敷金 320,000円 320,000円 

月額費用の合計  円 円 

 

家賃 円 円 

サ
ー
ビ
ス
費
用 

特定施設入居者生活介護※１の費用 円 円 

介
護
保
険
外

※
２ 

食費 （消費税込） 60,138円 60,138円 

管理費（消費税込） 85,250円 85,250円 

健康管理費用 ‐円 ‐円 

光熱水費 実費 実費 

その他 実費 実費 

※１ 介護予防の場合を含む。 

※２ 有料老人ホーム事業として受領する費用（訪問介護などの介護保険サービスに関わる健康管

理費用は、同一法人によって提供される介護サービスであっても、本欄には記入していない） 

 

(利用料金の算定根拠) 

費目 算定根拠 

家賃 － 

敷金 家賃相当額の２か月分 

健康管理費用 

以下の内容を勘案し設定 

〇要支援・要介護認定者以外の自立の方の日常の健康管理や一時的な介

護に備え、看護職員及び介護職員を配置するための費用 

〇緊急押しボタン・生活リズムセンサーによる 24 時間体制での緊急対

応と安否確認、介護予防及び健康サービスの費用などの生活支援サービ

ス費 

〇要支援・要介護の認定を受けた方の介護保険の特定施設入居者生活介

護の基準（3：1）を上回る看護・介護の手厚い配置による介護サービス
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費 

管理費 

１人入居の場合  85,250円/月 

２人入居の場合  124,300円/月 

令和８年１０月１日から 

１人入居の場合  91,300円/月 

２人入居の場合  136,400円/月 

【管理費の用途】 

管理・運営（事務フロント、施設管理、フード部門等）にたずさわる

スタッフの人件費（委託費を含む）、事務にかかる諸費用及び各種サービ

スの提供に伴う消耗品等にかかる費用です。 

食 費 

食材費等に基づく費用（水光熱費等含む）（喫食分のみの負担です。） 

朝食 396円、昼食 548円、夕食 1,021円 

月１回の夕食のイベント食は、追加料金 1,188円が必要です。 

１日当たり 1,965円×30日で積算（ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞを利用の際の金額） 

※一般居室にはキッチンが備え付けられていますので、自炊、食事サー

ビス利用をご自由にお選びいただけます。 

（食事の変更及びキャンセルをする場合の取扱いについて） 

予約済みの食事を変更・キャンセルする場合は、前日の午前中までに事

務フロントに申し出をしてください。 

前日午後以降のキャンセルについては、食事料金が発生します。 

光熱水費等 

○上下水道料・給湯料 

 公社が各居室の水道及び給湯メーターを検針し、公社が定めた単価に

より個別にお支払いいただきます。 

ナーシングホーム（施設内）については、基本料相当額を公社にお支

払いいただきます。 

○電気料 

電力供給会社との個人契約となります。電力供給会社が各居室の電気

メーターを検針し、個別に料金徴収をします。 

ナーシングホーム（施設内）については、基本料相当額を公社にお支

払いいただきます。 

〇電話料金 

 ＮＴＴとの個別契約となります。ＮＴＴが個別に料金徴収します。 

〇ＮＨＫ放送受信料 

公社との契約となります。 

公社が定めた単価により、個別にお支払いいただきます。 

利用者の個別的な選択に

よるサービス利用料 
別添２のとおりです。 

その他のサービス利用料 

〇駐車場使用料（20台） 

月額：5,500円、8,250円、11,000円 

〇ゲストルーム使用料（2室）（未就学児は無料） 

一人で宿泊する場合 一泊 4,400円 

            二人目以降１名につき 1,100円加算 

  食事料金は別途必要です。 

〇トランクルーム使用料（53個）  

  1.29㎡～2.73㎡  1,892円～4,004円 

 ※上記の金額は消費税込みの金額です。 
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（特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠） 

費目 算定根拠 

特定施設入居者生活介護※に対する自己負担 

要介護度に応じて、厚生労働省告示に定める介

護保険料の１割（一定以上の所得のある方につ

いては２割又は３割）を徴収します。 

特定施設入居者生活介護※における人員が手厚い

場合の介護サービス（上乗せサービス） 

管理運営規程に定める「介護サービス基準」に

よる介護サービスです。 

※ 介護予防の場合を含む。 

 

（前払金の受領） 

算定根拠 

入居金＝建設費、借入利息等を基礎とし、平均余命等を勘案した想定居

住期間（２２年～８.５年）の家賃相当額及び想定居住期間を超えて入居

契約が継続する場合に備えて受領する費用。 

健康管理費用＝年間１人当たりの介護サービス経費を基礎とし、平均余

命等を勘案した想定居住期間（２２年～８.５年）のサービス提供相当

額及び想定居住期間を超えて入居契約が継続する場合に備えて受領す

る費用。 

健康管理費用＝以下の内容を勘案し設定 

〇要支援・要介護認定者以外の自立期にある方の日常の健康管理や一時

的な介護に備え、看護職員及び介護職員を配置するための費用 

〇緊急押しボタン・生活リズムセンサーによる 24 時間体制での緊急対

応と安否確認、介護予防及び健康サービスの費用などの生活支援サービ

ス費 

〇要支援・要介護の認定を受けた方の介護保険の特定施設入居者生活介

護の基準（3：1）を上回る看護・介護の手厚い配置による介護サービス

費 

想定居住期間（償却年月

数） 

６５歳    （２２年） 

６６歳    （２１年） 

６７歳    （２０年） 

６８歳    （１９年） 

６９歳    （１８年） 

７０歳    （１７年） 

７１歳    （１６年） 

７２歳    （１５年） 

７３歳    （１４年） 

７４歳   （１３.５年） 

７５歳    （１３年） 

７６歳   （１２.５年） 

７７歳    （１２年） 

７８歳   （１１.５年） 

７９歳    （１１年） 

８０歳   （１０.５年） 

８１歳    （１０年） 

８２歳    （９.５年） 

８３歳     （９年） 

８４歳以上  （８.５年） 

償却の開始日 入居指定日（契約成立後、広島県住宅供給公社指定の入居期日） 

想定居住期間を超えて契

約が継続する場合に備え

て受領する額（返還対象

としない額） 

厚生労働省発表の平均余命とサニーコート広島における入居者平均死

亡年齢との差が２割程度の開きがあることから、想定居住期間を超えて

契約が生ずる場合に備えて受領する額を２割と想定しています。 
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返還金の 

算定方法 

入居後９０

日以内の契

約終了 

利用料として次の家賃相当額計算式記載の方法により算定した居住期

間中の家賃相当額を受領します。 

家賃相当額＝入居金に係る１か月分の家賃相当額÷３０日×在居日数 

健康管理費用については全額返還します。 

入居後９０

日を超えた

契約終了 

入居金返還金＝入居金に係る１か月の家賃相当額×（死亡又は退去し

た月の翌月から償却期間までの残月数＋死亡又は退去した月の残日数

÷死亡又は退去した月の全日数） 

健康管理費用返還金＝１か月の健康管理費用（税込）×（死亡又は退

去した月の翌月から償却期間までの残月数＋死亡又は退去した月の残

日数÷死亡又は退去した月の全日数） 

※(注)1 か月の家賃相当額 

入居金×８０％÷想定居住期間（償却期間）(月数) 

※(注)1 か月の健康管理費用 

  健康管理費用×８０％÷想定居住期間償却期間）(月数) 

前払金の

保全先 

連帯保証を

行う銀行等

の名称 

不動産信用保証株式会社 

 

７ 入居者の状況【令和８年４月１日現在】 

（入居者の人数） 

性別 男性 ５７人 

女性 １０５人 

年齢別 65歳未満 ０人 

65歳以上 75歳未満 ５人 

75歳以上 85歳未満 ７４人 

85歳以上 ８３人 

要介護度別 自立  １２１人 

要支援１ ５人 

要支援２ ６人 

要介護１ １０人 

要介護２ ５人 

要介護３ ６人 

要介護４ ５人 

要介護５ ４人 

入居期間別 ６ヶ月未満 １７人 

６ヶ月以上１年未満 １２人 

１年以上５年未満 ４１人 

５年以上 10年未満 ３３人 

10年以上 15年未満 ２３人 

15年以上 ３６人 

 

（入居者の属性） 

平均年齢 ８４.９歳 

入居者数の合計 １６２人 

入居率※ ８５.３％ 

※入居者数の合計を入居定員数で除して得られた割合。一時的に不在となっている者も入居者に含

む。 
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(前年度における退去者の状況) 

退去先別の

人数 

自宅等 １人 

社会福祉施設 ０人 

医療機関 １人 

死亡者 １３人 

その他  ０人 

生前解約の

状況 

施設側の申し出 ０人 

（解約事由の例） 

入居者側の申し出 ２人 

（解約事由の例） 

病院からの退院が見込めないため。     １人 

 自宅への転居のため。           １人 

 

８ 苦情・事故等に関する体制 

窓口の名称 【施設】サニーコート広島 

電話番号 
電話 ０８２－８４３－００８２ 

Fax  ０８２－８４３－２５８７ 

対応している時間 

平日 常時対応 

土曜 常時対応 

日曜・祝日 常時対応 

定休日 なし 

窓口の名称 広島県住宅供給公社 

電話番号 
電話 ０８２－２４８－２３０１ 

Fax  ０８２－２４３－６７２１ 

対応している時間 

平日 ８：３０～１７：１５ 

土曜 － 

日曜・祝日 － 

定休日 土曜、日曜、祝祭日、12月 29日～1月 3日 

窓口の名称 株式会社広島県住宅管理センター 

電話番号 
電話 ０８２－８４３－３１１１ 

Fax  ０８２－８４３－３２５４ 

対応している時間 

平日 ８：５０～１７：１０ 

土曜 － 

日曜・祝日 － 

定休日 
土曜、日曜、祝祭日、8月 13日～8月 15日、12月

29日～1月 3日 

窓口の名称 広島市健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課 

電話番号 電話０８２－５０４－２１４５ 

対応している時間 

平日 ８：３０～１７：１５ 

土曜 － 

日曜・祝日 － 

定休日 土曜、日曜、祝祭日、年末年始等 

窓口の名称 広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 

電話番号 電話０８２－５０４－２１８３ 

対応している時間 

平日 ８：３０～１７：１５ 

土曜 － 

日曜・祝日 － 
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定休日 土曜、日曜、祝祭日、年末年始等 

窓口の名称 広島市安佐北区役所厚生部福祉課高齢介護係 

電話番号 電話０８２－８１９－０６２１ 

対応している時間 

平日 ８：３０～１７：１５ 

土曜 － 

日曜・祝日 － 

定休日 土曜、日曜、祝祭日、年末年始等 

窓口の名称 
広島県国民健康保険団体連合会 

（介護サ－ビス苦情相談窓口） 

電話番号 電話０８２－５５４－０７８３ 

対応している時間 

平日 ８：３０～１７：１５ 

土曜 － 

日曜・祝日 － 

定休日 土曜、日曜、祝祭日、年末年始等 

 

（サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応） 

損害賠償責任保険の加入状況  あり 

「介護保険・社会福祉事業者総合

保険」に加入 

（その内容） 

業務遂行等により入居者の生

命・身体・財産に損害が発生した

場合、免責事項に該当する場合を

除き賠償されます。 

介護サービスの提供により賠償すべき事故

が発生したときの対応 
 あり 

（その内容） 

事故対応時のマニュアルに基づ

いて行います。 

事故対応及びその予防のための指針  あり 

 

（利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等） 

利用者アンケート調査、意見箱

等利用者の意見等を把握する取

組の状況 

あり 
実施日 

利用者アンケートは随時実施 

意見箱は毎週月曜日に開箱 

結果の開示  あり 

第三者による評価の実施状況 なし 

 

９ 入居希望者への事前の情報開示 

入居契約書の雛形  入居希望者に公開・交付 

管理規程  入居希望者に公開・交付 

事業収支計画書  入居希望者に公開・交付 

財務諸表の要旨  入居希望者に公開・交付 

財務諸表の原本  入居希望者に公開・交付 
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10 その他 

運営懇談会 

 あり 

 （開催頻度）令和７年度 年４回 

  令和７年 ６月【定例】 

  令和７年１０月【定例】 

  令和７年１２月【臨時】 

  令和８年 ２月【定例】 

高齢者虐待防止のための

取組の状況 

高齢者虐待防止対策検討委員会の定期

的な開催 

 あり 

指針の整備  あり 

研修の定期的な開催  あり 

担当者の配置  あり 

身体的拘束等廃止のため

の取組の状況 

身体拘束適正化委員会の開催  あり 

指針の整備  あり 

研修の実施  あり 

緊急やむを得ない場合に行う身体的拘

束その他の入居者の行動を制限する行

為（身体的拘束等） 

 あり 

身体的拘束等を行う

場合の態様、及び時

間、入居者の状況並

びに緊急やむを得な

い場合の理由の記録 

あり 

業務継続計画の策定状況

等 

感染症に関する業務継続計画（ＢＣＰ）  あり 

災害に関する業務継続計画（ＢＣＰ）  あり 

従業者に対する周知の実施  あり 

定期的な研修の実施  あり 

定期的な訓練の実施  あり 

定期的な見直し  あり 

提携ホームへの移行 

【表示事項】 
なし 

有料老人ホーム設置時の

老人福祉法第 29条第 1項

に規定する届出 
 あり 

高齢者の居住の安定確保

に関する法律第５条第１

項に規定するサービス付

き高齢者向け住宅の登録 

 なし 

有料老人ホーム設置運営

指導指針「５.規模及び構

造設備」に合致しない事

項 

なし 

有料老人ホーム設置運営

指導指針の不適合事項 
 なし 

 

添付書類：別添１（別に実施する介護サービス一覧表） 
別添２（個別選択による介護サービス一覧表） 

      別添３（重度化対応及び看取りについての指針） 
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 契約の締結にあたり、本重要事項説明書により説明を行いました。 

 

 

 

                    広島県住宅供給公社 

                    サニーコート広島 

 

令和   年   月   日       説明者署名                  ㊞ 

 

 

 

 

 

契約の締結にあたり、本重要事項説明書により説明・交付を受けました。 

 

 

令和   年   月   日       入居者署名                  ㊞ 

 

 

 

                                            ㊞ 
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別添１   事業主体が広島市で実施する他の介護サービス 

介護サービスの種類 有無 主な事業所の名称 所在地 併設 隣接 

＜居宅サービス＞ 

 

訪問介護 無       

訪問入浴介護 無       

訪問看護 無       

訪問リハビリテーション 無       

居宅療養管理指導 無       

通所介護 無       

通所リハビリテーション 無       

短期入所生活介護 無       

短期入所療養介護 無       

特定施設入居者生活介護 無       

福祉用具貸与 無       

特定福祉用具販売 無       

＜地域密着型サービス＞ 

 

定期巡回・随時訪問介護・看護 無       

夜間対応型訪問介護 無       

地域密着型通所介護 無       

認知症対応型通所介護 無       

小規模多機能型居宅介護 無       

認知症対応型共同生活介護 無       

地域密着型特定施設入居者生活介護 無       

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 無       

看護小規模多機能型居宅介護 無       

居宅介護支援 無       

＜居宅介護予防サービス＞ 

 

介護予防訪問入浴介護 無       

介護予防訪問看護 無       

介護予防訪問リハビリテーション 無       

介護予防居宅療養管理指導 無       

介護予防通所リハビリテーション 無       

介護予防短期入所生活介護 無       

介護予防短期入所療養介護 無       

介護予防特定施設入居者生活介護 無       

介護予防福祉用具貸与 無       

特定介護予防福祉用具販売 無       

＜地域密着型介護予防サービス＞ 

 

介護予防認知症対応型通所介護 無       

介護予防小規模多機能型居宅介護 無       

介護予防認知症対応型共同生活介護 無       

介護予防支援 無       

＜介護保険施設＞ 

 

介護老人福祉施設 無       

介護老人保健施設 無       

介護医療院 無       

＜介護予防・日常生活支援総合事業＞ 

 

訪問型サービス 無       

通所型サービス 無       

その他生活支援サービス 無       
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別添 ２   有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表 

 特定施設入居者生活介護（地域密着型・介護予防を含む）の指定の有無 あり 

 

特定施設入居者生

活介護費で、実施す

るサービス（利用者

一部負担※１） 

個別の利用料で実施するサービス 

備 考 （利用者が全額負

担） 

包含 
※２ 

都度※２ 
 

料金※３ 

介護サービス 

 

食事介助 あり なし     

排泄介助・おむつ交換 あり なし     

おむつ代  あり  ○ 実費 商品代 

入浴（一般浴）介助・

清拭 
あり なし     

特浴介助 あり なし     

身辺介助（移動・着替

え等） 
あり なし     

機能訓練 あり なし     

通院介助 あり あり  ○ 
1,100円 

/1時間 

施設が指定する医療機関以外 

職員が勤務時間外に及ぶ場合 

口腔衛生管理 なし なし     

生活サービス 

 

居室清掃 あり あり  ○ 
3,080円 

/1時間 
２人 

リネン交換 あり なし     

日常の洗濯 あり なし     

居室配膳・下膳 あり なし     

入居者の嗜好に応じた

特別な食事 
 なし     

おやつ  あり  ○ 
200円/ 

1回 
 

理美容師による理美容

サービス 
 あり  ○ 実費 外部からの訪問理美容 

買い物代行 あり あり  ○ 
440円 

/30分 
 

役所手続き代行 あり あり  ○ 
440円 

/30分 
 

金銭・貯金管理  なし     

健康管理サービス 

 

定期健康診断  なし    年１回 

健康相談 あり なし    毎週月曜日、その他希望時 

生活指導・栄養指導 あり なし     

服薬支援 あり なし     

生活リズムの記録（排

便・睡眠等） 
あり なし     

入退院時・入院中のサービス 

 

移送サービス あり なし     

入退院時の同行 あり あり  ○ 
1,100円 

/1時間 
施設が指定する医療機関以外 

入院中の洗濯物交換・

買い物 
なし なし     

入院中の見舞い訪問 あり なし    施設が指定する医療機関 

※１：利用者の所得等に応じて負担割合が変わる（１割又は２割の利用者負担）。 
※２：「あり」を記入したときは、各種サービスの費用が、月額のサービス費用に包含される場合と、サービス利用の都度払いによる場合に応じ

て、いずれかの欄に○を記入する。 
※３：都度払いの場合、１回あたりの金額など、単位を明確にして記入する。 
※４：金額は税込（おやつについては、消費税軽減税率対象） 
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重度化対応及び看取りについての指針 

 

重度化した場合における対応指針 

 

１ ２４時間常駐体制 

緊急な事態に適切な医療が受けられるよう２４時間体制で看護職員及び介護職員が常

駐 

 

夜勤を行う看護職員及び介護職員の人数 

看護職員 １人 

介護職員 ３人 

 

２ 終身介護体制 

居室や静養室での一時介護に加え、長期介護の場としてナーシングホームにおいて介

護を受けることができる。 

 

（１）移り住み方式 

                                介 護 の 場  

                    

   
居   室 

 

  静 養 室 

 

  ナーシングホー

ム 

   

  
 

    

   

 

 

 （２）移り住みの各場合 

 

移 り 住 み 

           場           合    判定者 

 

静養室への

入室 

 

 

静養室から 

の 復 帰 

 

食事･排泄･歩行･清潔等の日常生活の部分介護が必

要になったとき及び一時的な観察や一時的な医療

的ケアが必要なため、居室での生活が困難となった

とき 

 

自力で食事・排泄・歩行・清潔等の日常生活動作が

できるようになったとき 

 

 

ホームドクター

及びケア部長 

 

 
ホームドクター

及びケア部長 

 

別添 ３ 
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静養室から

ナーシング

ホームへの

入所 

 

・ 食事･排泄･歩行･清潔等の日常生活の全面介護

が必要となったとき 

・ 入院の必要はないが、全面的な観察と継続的な

医療的ケアが必要になったとき 

・ 静養室介護が６か月に及び、なお３か月以上の

継続介護が必要な場合 

 

（原則として要介護３以上） 

 

 

 
ホームドクター 

 

３ 急性期における医師や医療機関との連携体制 

入居者に、体調の急変などが発生した場合には、別に定める緊急時対応マニュアルによ

り２４時間常駐体制の看護職員が速やかに適切な処置を行う。 

また、状況に応じ、提携医療機関での救急治療や救急入院及び協力医療機関による訪

問診療等が可能 （重要事項説明書Ｐ６～１０参照） 

 

４ 経費について 

（１）静養室及びナーシングホームの使用及び介護に要する費用（「サニーコート広島」

管理運営規程に定める基準の範囲内）は介護保険給付対象部分を除いて広島県住宅供

給公社が負担する。なお、静養室利用及びナーシングホーム入所における水道料・下

水道使用料、給湯料及び電気料については、基本料金相当額を徴収するとともに、静

養室利用については静養室利用料金（条件あり）及び洗濯代を別途徴収する。 

 

（２）入院期間中における居住費や食費 

入 居 金：通常の計算式で償却する。 

管理運営費：通常通り月毎に引き落とし。 

食   費：実費精算のため、入院中の費用は発生しない。 

 

看取りに関する指針 

 

Ⅰ 看取り介護に関する考え方 

１ 目 的  

サニーコート広島のご入居者様が、加齢に伴う機能低下や病気・外傷による回復不能

などで容態を悪化させた場合、ご本人の希望に基づき、痛みや苦痛の症状の軽減に努

め、穏やかで、安らかな日々を過ごしていただくための終末期にふさわしい介護を行

う。 

なお、これら一連の過程を「看取り介護」と定義する。 
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２ 基本的事項 

（１）ご本人の意思を最優先とする。 

（２）あらかじめ代理人を指定していただくこととし、ご本人が意思表示できない場合

は当該代理人様に対して意思確認を行う。 

（３）看取り介護に係る医療行為等は、サニーコート広島協力医療機関の医師（以下

「協力医療機関医師」という。）が行う。 

（４）ご本人とご家族等代理人様の思いや願いをくみ取る姿勢でのぞむ。 

 

３ 対 象 

次の（１）及び（２）に該当される方 

（１）慢性疾患や加齢等に伴う機能低下により心身が衰弱し、協力医療機関医師により、

一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断される状態に

ある方で、協力医療機関医師と相談・協議の結果、次の①又は②のいずれかに該当す

る場合 

① ご本人が看取り介護について同意した場合 

② ご本人の判断力が低下した場合であって、ご本人があらかじめ指定した代理人が、

看取り介護に同意した場合 

（２）協力医療機関医師による訪問診療を定期的に受けている方 

 

Ⅱ 看取り介護の経過（時期、プロセス毎）の考え方 

段   階 職員の対応等 

開    始 

協力医療機関医師により、一般に認めら

れている医学的知見に基づき回復の見込

みがないと診断され、ご本人の理解と同

意が得られた時点から看取り介護を開始

する。 

前 期 

・病状の変化が月単位と考える

時期 

・苦痛が緩和していれば日常生

活はかなり安定している時期 

・今後の予測されるＡＤＬ（activities 

of daily living:日常生活動作）の変化に

備え身辺整理・看取りの場の確認を行

う。 

・多職種による打合せを行う。 

中 期 

・病状の変化が週単位と考える

時期 

・日常生活の自立度が急速に低

下することが多い時期 

・状態悪化による精神的苦痛、またご家

族へは予期的悲嘆への精神的配慮が必要 

・付き添うことによる介護疲れへの配慮 
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後 期 

・病状が日にち単位で変化する

時期 

 

・臥床する時間が長くなり症状の緩和と

安楽な体位への工夫が優先される。 

・蘇生術、看取りの場、死亡時の緊急連

絡先の再確認 

死亡直前期 

・状態が時間単位で変化する時

期 

・意識状態は清明とは言えない

ことが多くなる。 

・ご本人、ご家族等にとってかけがえの

ない豊かな時間となるよう配慮 

・死亡時及び死亡後についての諸確認と

準備 

 

Ⅲ 医師、医療機関との連携 

１ 「協力医療機関に関する協定書」に基づき協力医療機関を定めるものとし、看取りに

おける医療行為は、当該協力医療機関医師の指示のもとに行う。 

２ 症状に急変が生じた場合その他必要な場合には、サニーコート広島職員が、協力医療

機関医師に連絡をとり、これに対し協力医療機関医師は迅速に適切な対応をとるものと

する。また、緊急時等の診療対応のほか、看取り介護における協力医療機関医師の役割

は次のとおりとする。 

①看取り介護の開始時期の判断 

②ご本人等への病状説明 

③ご本人等への看取り介護の同意に係る説明 

④死亡確認及び死亡診断書等関係書類記録の記載 

⑤その他特に必要とする場合のサニーコート広島で実施する協議等への出席 

 

Ⅳ 看取りにおける医療について 

１ 看取りにおける医療は緩和医療を基本とする。当施設で提供が可能な医療行為は、お

おむね次のとおりとする。 

 ①尿留置管理 ②胃ろう管理 ③喀痰吸引（口腔、鼻腔） 

 ④じょくそう予防、処置 

⑤ストマ装具管理 ⑥在宅酸素管理 ⑦摘便・浣腸 ⑧疼痛緩和 

２ 看護職員の役割分担 

①協力医療機関医師の指示を受けての医療行為～訪問看護（医療保険）による。 

②日常の医療的ケア～施設看護職員による。 

 

Ⅴ ご本人等との話し合いや同意、意思確認の方法 

１ 当施設入居時に、看取り介護の基本理念をご説明の上、文書により看取り介護等につ

いての意向を事前に確認する。なお、回答については任意であるが、内容の見直しや記

載変更を適宜行うことを前提に提出をしていただくことが望ましい。 
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２ ナーシングホーム入所に際しては、看取り介護についてご説明の上、文書によりご本

人又は代理人様の意向を確認又は再確認する。 

３ １及び２の場合において、ご本人又は代理人様に看取り介護の要望があるときは、状

況に応じ、協力医療機関医師による診療を受けるものとする。 

４ ３の診療及びご本人等と協力医療機関医師との相談・協議を経た上で、文書により同

意の意思確認を行う。 

５ 看取り介護を行う場合は、看取りに関する計画を、看護職員、介護支援専門員、介護

職員その他の職種の者が共同で作成し、随時ご本人又は代理人様に説明を行うこととし、

ご本人の同意（代理人様が説明を受けた上で同意した場合を含む。）を得るものとする。 

６ ご本人の状態又は代理人様の求め等に応じ、看護職員、介護支援専門員、介護職員そ

の他の職種の者の相互連携の下、介護記録等を活用して随時説明を行い、ご本人の同意

（代理人様が説明を受けた上で同意した場合を含む。）を得て、看取り介護を適切に行う。 

 

Ⅵ 実施に当たって 

１ 看取りの場の環境整備 

尊厳ある安らかな最後を迎えていただくために、原則としてナーシングホームに入

居していただき、その人らしい人生を全うしていただくための環境整備に努める。 

２ 施設内の看取り介護連携体制  

（１）支配人を委員長とする多職種によって構成する看取り介護委員会を設置し、ご本人

の意思や尊厳の保持に配慮しつつ、委員各自がそれぞれ役割分担を持ちながら組織的

に看取り介護を行う。また、特に必要な場合は、協力医療機関医師に委員会への出席

を依頼する。 

（２）看取り介護委員会の機関として担当者会（定期的カンファレンス）を設置すること

とし、状況に応じ定期的に（看取りの段階「後期」以降は随時）開催する。 

３ 職員研修 

看取りについての知識及び理解を深めるため、次の項目等について、職員研修（職場

研修及び職場外研修）を行う。 

①看取り介護の理念 

②看取り期に起こりうる身体・精神的変化への対応方法 

③ご本人・ご家族への精神的援助方法 

④多職種協働の方法と各職種の役割 

⑤夜間や急変時への対応 

⑥看取り実施後はその振り返り 

 


